
 

 

 

 

 

ドイツ フランス オランダ オーストリア

営利を目的とせず、明
らかに違法に作成され
た原本が用いられない
場合、私的使用を目的
とした著作物の少量の
複製を行うことができ
る。 
※国会で審議中の改
正法案では、インター
ネット上で違法に提供
されているものからの
複製は、私的複製から
除外することとしてい
る。 

私的使用を目的とし、
集団的使用が意図され
ていない場合、著作物
の複製を行うことがで
きる。ただし、著作物の
通常の利用を妨げる、
または、著作者の正当
な利益を不当に害する
ものであってはならな
い。

商業目的でなく、家庭 
内で、個人での使用や 
研究のみを目的として 
著作物の少量の複製 
を行う場合は、著作権 
の侵害とみなされな 
い。

私的使用を目的とする
場合、複製を行うことが
できる。 

１９６５年 
録音及び録画

１９８５年
録音及び録画

１９９１年
録音及び録画 

１９８０年 
録音及び録画

私的使用のために供さ
れる録音・録画用の機
器・記録媒体を提供す
る製造業者等は、著作
権侵害に寄与するもの
であり、その侵害につ
き連帯責任を負うべき
ものと考えられた。

音の分野における私的
複製は、権利者がコン
トロールできない著作
物の新しい利用方法で
あって、著作物の通常
の利用を妨げ、かつ、
著作者の正当な利益を
不当に害している行為
といえるため、著作者
はこのような行為につ
いて補償を与えられな
ければならないと考え
られた。

私的利用、研究、練習 
を目的とした利用に関 
して、著作権者に公正 
な支払（fair payment）
がなされるべきと考え 
られた。

私的複製により著作者
が経済的に受ける不利
益を補償するためのも
の。私的複製により恩
恵を受けるのは消費者
であるが、消費者から
補償金を徴収するのは
困難なため、製造業者
等が補償金を支払うと
されている。

デジタル・アナログの録
音・録画機器（一体型
含む）及び記録媒体

※ドイツ特許庁がパソ
コンを補償金の対象と
することを決定

デジタル・アナログの記
録媒体（一体型機器に
内蔵されたフラッシュメ
モリ又はハードディス
ク、外付けのメモリー
カードを含む）

※パソコンは対象とさ
れていない

デジタル・アナログの記 
録媒体

デジタル・アナログの記
録媒体（一体型機器に
内蔵されたハードディ
スクを含む）

※最高裁において、パ
ソコンのハードディスク
は補償金の対象となら
ないとされた。

法律の別表で定められ
ているが、改訂は行わ
れておらず、実際に
は、徴収団体と製造業
者との交渉で決定。

権利者代表、製造業
者・輸入業者代表、消
費者代表、議長（国の
代表）によって構成され
る委員会で決定。

法務大臣により指名さ 
れた私的複製協会及 
び製造業者からなる組 
織（SONT）で決定。 

法律は技術的に中立
な規定となっており、個
別に特定はしていな
い。実際には、管理団
体と製造業者との交渉
で決定。 

１．許諾を得ずに私的複製が許
容される範囲 

２．導入時期及び対象行為

３．補償金制度の趣旨 

４．対象機器・記録媒体の範囲 

５．対象機器・記録媒体の特

定手続き 
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※ 徴収額の欄の日本円については、２００５年末時点のレートで邦貨換算している。 

 

ドイツ フランス オランダ オーストリア

録音・デジタル・機器 2.56 ユーロ 対象外 対象外 対象外 
録音・デジタル・媒体 MD/0.08 ユーロ 1h/0.4373 ユーロ 1h/0.42 ユーロ 1h/0.18 ユーロ

録画・デジタル・機器 18.42 ユーロ 対象外 対象外 対象外 
録画・デジタル・媒体 4.7GB/0.174 ユーロ 1h/1.2577 ユーロ 4.7GB/0.60 ユーロ 1h/0.18 ユーロ

約１億４,７００万ユーロ
（約２０５億８,０００万円）

 

約１億５,５００万ユーロ
（約２１７億円）

約２,６８１万ユーロ
（約３７億５,３４０万円） 

約１,７６３万ユーロ
（約２４億６,８２０万円）

特になし。 
※改正案では、額の決
定にあたり DRM の程度
を考慮すべきとしてい
る。 

額の決定にあたり著作
権保護技術を考慮する
こととされている。

法律の覚書にて、額の 
決定にあたり著作権保 
護技術の影響を考慮し 
なければならないとさ 
れている。

著作権保護技術が適
用されている場合は権
利者との合意ができて
いるとみなされ、証拠と
して契約書を提示すれ
ば補償金が返還される。

 実装に関する規制はな
いが、私的複製等の権
利制限規定に従い著
作物が利用される場
合、著作権保護技術を
用いている権利者は、
必要と認められる限度
において、当該利用を
し得るために不可欠な
手段を提供する義務を
負うとされている。

技術的措置規制機関
が、私的複製等の例外
措置を受益者から奪う
ことのないよう監視、必
要な場合は調停等を行
う。

なし なし 

製造業者・輸入業者
販売業者も連帯して責
任を負う 

製造業者・輸入業者 製造業者・輸入業者 製造業者・輸入業者
卸売・小売業者は保証
人としての責任を負う

管理団体が額を決め
て、産業界の代表と協
議し決定。不調の場合
は特別仲裁手続きあ
り。 

６．補償金額の決定手続き

特約がない限り、法律
の別表に定める額が適
用されることになってい
る。アナログ機器・媒体
は別表の規定による
が、デジタル機器・媒体
は別表に存在しないた
め、製造業者との交渉
で決定している。

※補償金の額を全て交
渉で決める制度に変更
予定。改正案では、以
下の要因を考慮すべき
ことを規定する予定。
・どの程度私的複製に
使われるか。
・媒体の性質・性能
・製造業者や輸入業者
の負担 

上記の委員会で決定。
額は、
①１時間当たりの料
率、
②保護著作物の複製
率、
③記録時間
を乗じて算定される。

法務大臣により指名さ 
れた私的複製協会及 
び製造業者からなる組 
織（SONT）で決定。 

7.補償金の単

価 の 例 (2006

年) 
 
8．徴収額（２００５年） ※

9．著作権保護技術の反映方

法 

10．著作権保護技術の実装

に関する規制 
 

１1．支払義務者 



 

 

 

スペイン アメリカ カナダ

私的使用を目的とする
場合、複製を行うことが
できる。

複製一般について、
フェアユースの要件を
満たす限りにおいて複
製を行うことができる。
また、録音について
は、消費者が非商業的
目的で音楽を録音する
ことは著作権侵害とし
て訴訟を提起できな
い。

複製一般について、調
査や私的研究を目的と
した複製を行うことがで
きる。
また、録音について
は、私的使用のため
に、音楽の著作物、実
演、レコードを複製する
行為は著作権の侵害
にならない。

１９８７年
録音及び録画

１９９２年
録音

１９９８年
録音

私的複製により本来権
利者が受け取るべき使
用料を補償するという
性格を有すると考えら
れている。ただし、消費
者から補償金を徴収す
るのは困難なため、製
造業者等が補償金を
支払うとされている。

本来、消費者が自ら使
用した著作物の対価は
自ら支払うべきと考え
るものの、市場が機能
しないため、権利者へ
の報酬を確保できるよ
う補償金制度が存在す
る。消費者から補償金
を徴収するのは困難な
ため、製造業者等が補
償金を支払うとされて
いる。

家庭内で行われる私的
録音に対して権利者が
コントロールを及ぼすこ
とができないため、私
的録音を許す代わりに
報酬を受けることがで
きることとした。

デジタル・アナログの録
音・録画機器及び記録
媒体

※一体型オーディオ機
器については、現在、
政府で調整中。
パソコンについては対
象とされていない。

DAT、DCC、MDの録音
機器・記録媒体

アナログ・デジタルの記
録媒体

※カナダ連邦控訴裁判
所において、メモリー内
蔵型デジタルオーディ
オレコーダーは対象と
ならないとされたが、再
度、著作権委員会が追
加を決定し、現在、異
議申し立てを受け付け
ている。

１．許諾を得ずに私的複製が許
容される範囲

２．導入時期及び対象行為

３．補償金制度の趣旨

４．対象機器・記録媒体の範囲

 



 

 

 

 

※ 徴収額の欄の日本円については、２００５年末時点のレートで邦貨換算している。 

スペイン アメリカ カナダ

録音・デジタル・機器 0.6 ユーロ 移転価格の 2％ 対象外 
録音・デジタル・媒体 0.36 ユーロ 移転価格の 3％ 700MB/0.77 加ドル

録画・デジタル・機器 6.61 ユーロ 対象外 対象外 
録画・デジタル・媒体 4.7GB/1.4 ユーロ 対象外 対象外 

約５,８７０万ユーロ
（約８２億１,８００万円）

約１,４３３千ドル
（約１億６,９００万円）

約３,５０８万ドル 
（約３５億４,３００万円）

額の決定にあたり、著
作権保護技術の利用
可能性、応用程度、効
果を考慮することとされ
ている。

なし なし 

なし VOD、有料放送、DVD
等からの複製を除き、
家庭内の複製を制限す
る技術の使用を禁止。

なし 

製造業者・輸入業者
流通業者や卸売・小売
業者は連帯責任を負う

製造業者・輸入業者 製造業者・輸入業者

アナログの場合、一定
額を法律上に明記。
デジタルの録音録画機
器・記録媒体の場合に
は、製造業者等と徴収
団体との交渉を経てス
ペイン文化省と産業観
光商務省が承認。決定
の際には、
・権利者が実際に被る
損害
・機器・記録媒体の使
用程度
・機器・記録媒体の容
量 
・複製の品質
・技術的保護手段の利
用可能性、応用程度、
効果
・複製の保存期間
・機器に適用される補
償金相当額は一般的
平均市場価格と経済的
に釣り合うことを考慮に

 
入れて補償金を決定す

 
る旨を規定している。

 

法律で一定率を規定 徴収団体である CPCC
の提案に基づきカナダ
著作権委員会が決定。

６．補償金額の決定手続き 

7.補償金の単価
の例(2006 年) 

8．徴収額（２００５年）※

9．著作権保護技術の反映方法 

10．著作権保護技術の実装に関
する規制

１1．支払義務者




